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「三
宮

」
概

念

の
変
遷

と

「准

三
宮
」手

嶋

大

侑

要
旨
「
三

宮
」
は
通
常
、
太
皇
太
后

・
皇
太
后

・
皇
后
の
総
称
と
さ
れ
て
い

る
が
、
史
料
を
見
る
と
、
太
皇
太
后

・
皇
太
后

・
皇
后
を
指
し
て
い
な
い
事
例

に
多
く
出
会
う
。
こ
の
問
題
を
解
く
た
め
に
、
各
時
代
の
史
料
を
検
討
し
た
結

果
、
「三
宮
」
の
語
は
時
代
に
よ

っ
て
概

念
が
変
化
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か

っ

た
。
す
な
わ
ち
、
藤
原
威
子
の
立
后
以
前
に
お
い
て
は

「三
宮
」
は

「三

つ
の

宮
」
の
意
で
使
用
さ
れ
て
お
り
、
「宮

」
と
称
さ
れ
る
も
の
は

「三
宮
」
に
含

ま
れ
る
こ
と
が
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
威
子
の
立
后
以
降
、
「三
宮
」
は
徐

々
に

「
三

后
」
と
同
意
語
で
あ
る
と
の
認
識
が
浸
透
し
て
い
き
、
十
五
世
紀
に
は
完

全
に
定
着

し
た
。
ま
た
、

「三
宮
」
概

念
に
関
連

し
て
、
「准
后
」
と

「准
三

宮
」
も
考
察
し
、
封
千
戸
を
与
え
る
こ
と
は

「准
后
」
に
付
随
し
、
年
官
年
爵

は

「准
三
宮
」
に
付
随
す
る
こ
と
も
指
摘
し
た
。

キ

ー

ワ
ー

ド

"
三

宮

、

三

后

、

准

三

宮

、

准

后

、

准

三

后

、

年

官

年
爵

「
三

宮

」

は

通

常

、

太

皇

太

后

・
皇

太

后

・
皇

后

の
総

称

と

さ

れ

、

「
三

后

」

と

同

じ

概

念

と

し

て

扱

わ

れ

て

い

る

。

辞

典

類

を

見

て

み

る

と

、

「
三

宮

」

と

「
三

后

」

は

同

意

語

で

あ

る

と

の
理

解

の
も

と

に

説

明

が

な

さ

れ

て

い

る
。

『
古

事

類

苑

』

帝

王
部

十

九

、

皇

后

上

に

は
、

皇

后

ヲ

キ
サ

キ

ト

云

フ
、

上

古

ハ
天
皇

ノ
御

寝

二
侍

ス

ル

モ

ノ

ヲ
、

汎

ク

キ

サ

キ

ト
稱

シ
、

其

中

ニ
テ
嫡

妻

一
人

ノ

ミ

ヲ
大

后

ト

云

ヒ

シ
ガ

、

漢

土

ノ
制

ヲ
模

サ

レ

テ

ヨ
リ

、

后

ノ
稱

ハ
嫡

后

二
止

マ
リ

、

御

母

ヲ
皇

太

后

ト

云

ヒ
、

御

祖

母

ヲ

太

皇

太

后

ト

云

ヒ
、

以
上

之

ヲ

三

后

又

ハ
三
宮

ト
稱

ス
、

(傍

線

筆

者

)

と

あ

り

、

『
国
史

大

辞

典

』
(-
)
の

「
三

后

」

の

項

目

に

は
、
「
三

宮

と

も

い
う

。

太

皇

太

后

(宮

)
・
皇

太

后

(宮

)
・
皇

后

(
宮

)

の
総

称

(
傍
線

筆

者

)
」

と

あ

り
、

『
平

安

時

代

史

事

典

』
(2
)
の

「
三

宮

」

「
准

三

宮

」

の
項

目

に

は

、

そ

れ

ぞ

れ

「皇

后

、

皇

太

后

、

太

皇

太

后

」

「
准

三

后

、

准

后

と

も

い

う
。

太

皇

大

后

・

皇

太

后

・
皇

后

の
三

宮

(
三
后

)

に
准

じ

て
、

皇

族

・
公
卿

・
僧

侶

な

ど

に
年

官

・
年

爵

・
封

戸

な

ど

を

賜

い
、

経

済

的

に
優

遇

す

る
法

、

ま

た

は
そ

の
待

遇

を

受

け

た

者

を

い
う

が

、

次

第

に

そ

の
経

済

的

な

意

義

は
な

く

な

り
、

名

目
的

な

処

遇

の

み
と

な

っ
た

。

(
傍
線

筆

者

)
」

と

あ

る
。

こ

の

よ
う

に

『
古

事

類

苑

』

の
時

代

か
ら

「
三
宮

」

と

「
三

后
」

は

同
意

語

で
あ

る
と

の

理
解

が

一
般

的

で
あ

り
、

以

後

の
辞

典

類

も

こ

の
理

解

の
も

と

に
説

明

が

な

さ

れ

て

い

る

こ
と

が

わ

か

る
。

し

か

し
、

六

国

史

・
『
延

喜

式

』
・
『
類

聚

三

代

格

』
・
『
小

右

記

』

等

を

見

る

と

、



「
三

宮
」
が
太
皇
太
后

(宮
)
・
皇
太
后

(宮
)
・
皇
后

(宮
)
を
指
し
て
い
な
い

事
例
に
出
会
う
。
で
は
、

「三
宮
」
と

「三
后
」
は
同
意
語
と
い
う
認
識
は
い
つ

頃
形
成
さ
れ
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
こ
の
概
念
は
歴
史
上
の
全
て
の

時
代
に
適
用
し
て
よ
い
概
念
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
を
解
決
す
る
た
め

に
は
現
在

一
般
的
な
認
識
と
さ
れ
て
い
る

コ
ニ
宮
」
概
念
に
再
検
討
を
加
え
る
必

要
が
あ
る
。
そ
こ
で
各
時
代

の
史
料
を
再
検
討
す
る
こ
と
に
よ

つ
て
時
代
毎
の

「
三

宮
」
概
念
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
変
遷
を
た
ど

っ
て
い
く
こ
と
を
本
稿
の
課

題
と
し
た
い
。
な
お
、
本
稿
末
尾
に
筆
者
作
成
の
后
宮
表
を
載
せ
て
お
い
た
の
で
、

参
照
さ
れ
た
い
。

、

「三
后
」

に
つ
い
て

 

現
在
「
三

宮
」
と
「
三

后
」
と
は
同
じ
概
念
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
が
、
ど

ち
ら
が
先
に
太
皇
太
后

・
皇
太
后

・
皇
后

の
総
称
と
い
う
概
念
と
し
て
使
用
さ
れ

た
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は

「三
后
」
で
あ

っ
た
。

「三
后
」
の
語
は
、
律
令

の
中
に
見
る
こ
と
が
で
き
、
『
養
老
令
』
儀
制
令
皇

后
条
に
、

凡
皇

后

皇

太

子

以

下
。

率

土

之

内

。

於

二
天

皇

太

上

天

皇

一上

表

。

同

称

二
臣

妾

名

一
。

〈対

揚

称

レ
名

。
〉

皇

后
皇

太

子

。

於

二
太

皇

太

后

皇

太

后

一
。

率

土

之

内

。

於

二
一二
后

皇

太

子

一
上

啓

。

称

二
殿

下

一
。

自

称

皆

臣

妾

。

〈対

揚

称

レ

名

。
〉

(傍

線

筆

者

)

と

あ

る
。

こ

こ

の

「三

后

」

は
太

皇

太

后

・
皇

太

后

・
皇

后

を

指

し

て

い

る
。

本

条
の
大
宝
令
文
の
推
定
復
元
に
つ
い
て
は
春
名
宏
昭
氏
の
研
究
が
あ
り
、

凡
皇

太

子

已

下
、

率

土

之
内

、

於

二
天

皇

太

上

天

皇

一
上

表

、

皆

称

二
臣

名

一
。

〈対

揚

称

レ
名

〉
。

皇

后

已
下

、

率

土

之
内

、

於

二
天

皇

太

上

天

皇

太

皇

太

后

皇

太

后

一
、

皆

称

二
妾

名

一
。

〈
対

揚

称

レ
名

〉
。

後

宮

已

下

率

土

婦

女

、

於

二

皇

后

一
、

皆

称

レ
妾

。

百
官

上

二
疏

於

三

后

一
、

称

二
殿

下

一
、

自

称

皆

日

レ
臣

。

百
官

及

宮

官

、

於

二
皇

太

子

一
、

皆

称

二
殿

下

一
。

〈上

啓

表

同

〉
。

百

官

自

称

レ
名
。

宮

官
自

称

レ
臣

。

(
傍
線

筆

者

)

と
復
元
し
て
い
る

(3
)。
『
大
宝
令
』
の
同
条
は

『
養
老
令
』
よ
り
も
唐
令
に
類

似
し
て
い
た
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
対
応
す
る
唐
令
は
開
元
七
年
令

・
開
元
二
十

五
年
令
の
第
三
条
と
し
て
復
元
さ
れ
て
い
る

(4
)。

諸

皇

太

子

已

下
、

率

土

之

内

、

於

二
皇

帝

一
、

皆

称

レ
臣

。

皇

后

已

下

、

率

土

之

内

、

於

二
皇

帝

太

皇

太

后
皇

太

后

一
、

皆

称

レ
妾

。

六

宮

已

下

率

土

婦

人
、

於

二
皇

后

一
、

皆

称

レ
妾

。

百

官

上

二
疏

於

太

皇

太

后
皇

太

后

皇

后

一、

称

二
殿

下

一
、

自

称

皆

日

レ
臣

。

百

官

及

東

宮

官

、

於

二
皇

太

子

一
、

皆

称

二
殿

下

一
。

〈上

啓

表

同

〉
。

百

官

自

称

レ
名

、

宮

官

自

称

レ
臣

。

(傍

線

筆

者

)

こ
れ
ら
二
条

の
傍
線
部
分
を
比
較
す
る
と
、
大
宝
令

の

「三
后
」
は
唐
令
の

「太
皇
太
后
皇
太
后
皇
后
」
と
対
応
し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
大
宝
令
復
元
条

文
の
「
三
后
」
は
太
皇
太
后

・
皇
太
后

・
皇
后
を
指
す
と
理
解
し
て
よ
い

(5
)。

次
に

『令
集
解
』
職
員
令
中
宮
職
条
の

「中
宮
」
(6
)
の
注
釈
に
、

中

宮

〈
謂

、

皇

后

宮

。

其

太

皇

大

后
。

皇

太

后

宮

亦

自

中
宮

也

。

(
中

略

)

跡

云
、

問

。

有

三

二
后

並

存

一
者

何

名

乎
。

答

。

有

二
中

宮

職

之

員

一
耳

。

(
以

下
略

)
〉

(傍

線

筆

者

)



と
あ
り
、
こ
こ
の

「三
后
」
も
太
皇
太
后

・
皇
太
后

・
皇
后
を
指
し
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
史
料
か
ら
「
三

后
」
と
い
う
語
は
太
皇
太
后

・
皇
太
后

・
皇
后
を
指
す
律

令
用
語
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

次
に
注
目
し
た
い
の
が

『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
三
年

(八
七

一
)
十
月
五

日
条
で
あ
る
。
こ
れ
は
太
皇
太
后
藤
原
順
子
の
葬
儀
に
、
清
和
天
皇
が
着
る
べ
き

喪
服
に
つ
い
て
博
士
た
ち
に
議
論
さ
せ
た
と
い
う
記
事
だ
が
、
そ
の
中
に

「太
上

皇
及
三
后
」
「三
后
及
皇
太
子
」

「三
后
皇

太
子
」
「三
后
」
の
語
が
登
場
す
る
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は

「三
后
皇
太

子
」
で
あ
る
。

「三
后
皇
太
子
」
の
語
は

先
に
挙
げ
た

『
養
老
令
』
儀
制
令
皇
后
条

に
も
見
る
こ
と
が
で
き
、
『
養
老
令
』

の
系
譜
を
引
く
言
い
回
し
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
こ
の

「三

后
」
は
太
皇
太
后

・
皇
太
后

・
皇
后
を
指
す
と
理
解
で
き
る
。

ま
た
、
『
延
喜
式
』
巻

一
、
神
祇

一
、
四
時
祭
上
条

(7
)
と
巻
四
、
神
祇
四
、

伊
勢
大
神
宮
条

(8
)
に
も

「三
后
皇
太
子
」
の
語
が
確
認
で
き
る
が
、
こ
れ
ら
も

『養
老
令
』

の
系
譜
を
引
く
言
い
回
し

で
あ
ろ
う
か
ら
、
『
延
喜
式
』

の

「
三

后
」
も
太
皇
太
后

・
皇
太
后

・
皇
后
を
指
す
と
理
解
で
き
る
。

こ
れ
ら
に
対
し
、

「三
宮
」
が
最
も
早
く
登
場
す
る
史
料
は
次
章
で
述
べ
る
よ

う
に
承
和
六
年

(八
三
九
)
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
の
史
料
で
は

「三
宮
」
の
語
を

確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
よ

っ
て
、
八
世
紀
に
お
い
て
は
「
三
宮
」
の

語
が
使
用
さ
れ
て
い
な
い
と
判
断
さ
れ
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
太
皇
太
后

・
皇
太
后

・
皇
后
を
ま
と
め
て
指
す
際
、
当
初
は

「
三

后
」
の
語
が
使
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る

(9
)。

「
三

宮
」
は

「三
后
」
に
遅
れ
て
登
場
す
る
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
概
念
を

持

っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
十
世
紀
以
前
の

「三
宮
」
が
何
を
指
し

て
い
る
の
か
検
討
し
て
い
く
。

「
三

宮
」
の
初
見
史
料
は

『続
日
本
後
紀
』
承
和
六
年

(八
三
九
)
八
月
朔
日

条
で
、左

近

衛

府

言

。

補

二
近

衛

一
事

。

春

宮

坊

皇

后
宮

中

宮

舎

人

。

内

匠

。

木

工
。

雅

樂

寮

考

人
等

。

並

是

内

考

。

至

レ
有

二
才

能

一
。

府

自

試

補

。

而

今

兵

部

省

勘

送

云
。

大

同

元
年

格
稱

。

蔭

子
孫

。

式

部

兵

部

散

位

。

位

子
。

留

省

。

勲

位

等

之
類

。

聴

二
本

府

試

補

一
。

外

考

白

丁
者

。

勅

使

覆

試

。

然

後
補

レ
之

。

件

人

等

非

二
格

所

一
レ
指

。

須

下
准

二
外

考

白

丁

一。

勅

使

覆

試

上
者

。

其

三

宮

舎

人
井

雑

勘

籍

人

。

已

預

二
内

考

一。

何

准

二
白

丁

一
。

又
格

挙

二
大

例

一
。

不

レ
労

二
細

色

一
。

而

兵

部

省

偏

執

二
格

文

一
。

還

背

二
旧

貫

一
。

太

政

官

処

分

。

便

二
弓

馬

一
者

。

因

二
循

旧

例

一
。

本

府

試

二
補

之

一
。

(傍

線

筆

者

)

と

あ

る
。

こ

こ

の
「
三

宮

」

は
春

宮

坊

・
皇

后

宮

・
中

宮

を

指

し

て
使

用

さ

れ

て

お

り

(01
)、

太

皇

太

后

宮

・
皇

太

后

宮

・
皇

后

宮

を

指

し

て

い
な

い
。

こ

こ

の

「
三

宮

」

は
「
三

后

」

と

違

う

概

念

の
も

の
と

し

て
使

用

さ

れ

て

い

る
。

続

い

て

『
続

日
本

後

紀

』

承

和

十

年

(
八

四

三
)

七

月

十

四

日
条

に

は
、

修

二
嵯

峨

太

上

天

皇

周

忌

齋

會

一
。

先

レ
是

有

司

奏

言

。

周

忌

齋

日
。

的

在

二

七

月

十

五

日

壬

寅

一。

伏

按

二
朝

章

一
。

至

レ
行

二
凶

事

一。

三

宮

本

命

之

日
。

猶
且
忌
避
。
而
況
重
二
干
太
皇
大
后
及
聖
上
御
本
命

一乎
。

伏
請

0

齋
會
之



期
。
却
取
二
十
四
日
辛
丑
一也
。
有

司
所
レ
奏
。
倉
以
為
レ
宜
。
太
皇
大
后
亦

許
レ
之
。

(以
下
略
)
(傍
線
筆
者
)

と
あ
る
。
こ
れ
は
嵯
峨
太
上
天
皇
の
周
忌
斎
会
の
日
に
ち
に
関
す
る
記
事
で
、
本

来
な
ら
ば
、
周
忌
斎
会
を
七
月
十
五
日
に
行
う
べ
き
と
こ
ろ
、
こ
の
日
が
壬
寅
で
、

太
皇
太
后
橘
嘉
智
子
の
本
命

(誕
生
年

の
干
支
)
「寅
」
に
当
る
た
め
、
前
日
に

行
う
こ
と
に
な

っ
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
こ
の
傍
線
部
分
は

「凶
事
を
行
う

と
き
は
、
三
宮
の
本
命
に
当
る
日
は
避
け

る
べ
き
で
あ
る
。
ま
し
て
太
皇
太
后
と

天
皇
の
本
命
に
当
る
日
は
避
け
る
べ
き
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
」
と
解
釈
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
か
ら
同
条
の

「三
宮
」
が
太
皇
太
后
を
含
ん
で
い
な
い
こ

と
が
知
ら
れ
る
。

次
に
、
『類
聚
三
代
格
』
巻
十
五
、
元
慶
七
年

(八
八
三
)
十
二
月
九
日
太
政

官
符
に
は
面
白
い

コ
ニ
宮
」
が
登
場
す
る
。

太
政
官
符

応
下
以
二
官
田
一給
中
三
宮
□
主
戸
座
等
月
料
上
事

山
城
国
九
町
四
段
百
十
八
歩

御
宮
宮
主

一
人
戸
座

一
人
合

二
人
料
三
町
百
計
九
歩

太
皇
太
后
宮
宮
主

一
人
戸
座

一
人
合
二
人
料
三
町
百
什
九
歩

皇
太
后
宮
宮
主

一
人
戸
座

一
人
合
二
人
料
三
町
三
段
八
十
歩

右
得
二
神
祇
官
解
稱一

。
宮
主
等
解
稱
。
件
月
料
米
准
二
諸
司
要
劇

一。
以
二

官
田
一被
二
充
給
一者
。
官
依
二
解
状

一。
謹
請
二

官
裁

一者
。
大
納
言
正
三

位
兼
行
民
部
卿
藤
原
朝
臣
冬
緒
宣
。
奉
レ

勅
。
依
レ
請
。

元
慶
七
年
十
二
月
九
日

(傍
線
筆
者
)

こ

れ

は
「
三

宮

」

に

仕

え

る
宮

主

(
)

一
人

と

戸

座

(尼
)

一
人

に

、

諸

司

要

劇

に
准

じ

て
月

料

米

の
た

め

の
官

田
を

充

給

す

る

こ
と

を

定

め
た

太

政

官

符

で
あ

り
、

元
慶

官

田

の

こ
と

を

述

べ

て

い
る

と

思

わ

れ

る

(31
)。

こ

こ

の

「
三

宮

」

は

御

宮

・
太

皇

太

后

宮

・
皇

太

后

宮

を

指

し

て

い

る
。

元
慶

七

年

十

二
月

に

は
、

太

皇

太

后

は
藤

原

明

子
、

皇

太

后

は
藤

原

高

子

で
あ

っ
た

が

、

問

題

は

「御

宮

」

で
あ

る
。

「御

宮

」

に

つ
い

て

は

『
漢

書

』

伝

五
十

六

、

王
嘉

伝

が

参

考

に
な

る
。

そ

こ

に

は
、

(略

)

貢

二
献

宗

廟

一
三
宮

猶

不

レ
至

レ
此

〈師

古

日

三
宮

天

子

太

后

皇

后

也

〉

(
以

下
略

)

(
傍
線

筆

者

)

と

あ

り
、

顔

師

古

は

こ

こ

の
「
三

宮

」

が

天

子

・
太

后

・
皇

后

を

指

す

と

注

を

附

し

て

い

る

(41
)。

こ
れ

を
考

慮

し

て

「御

宮

」

を

考

え

て

み

る

と

、

こ
れ

は

天
皇

の
宮

を
指

す

と

す

る
理

解

が

可

能

と

な

る

(51
)。

す

る

と

、

こ

こ

の

「
三

宮

」

は

天
皇

の
宮

・
太

皇

太

后
宮

・
皇

太

后

宮

を

指

し

て

い

る

こ

と

が

わ

か

る
。

ま

た

、

『
漢

書

』

か
ら

も

明

ら

か
な

よ
う

に
、

中

国

の
「
三

宮

」

は
太

皇

太

后

・
皇

太

后

・
皇

后

を

指

し

て

い
な

い

こ
と

も

注

意

し

て

お
き

た

い
。

右

の
官

符

に
関

連

し
た

も

の
が

『
類

聚

三
代

格

』

巻

十

五
、

寛

平

三

年

(八

九

一
)

八
月

三

日
太

政

官

符

で
あ

り
、

そ

こ

に

は
、

太

政

官

符

応

下
以

二
官

田

一
給
中
中

宮

職

宮

主

井

戸

座

等

月

料

上
事

山

城

国

三

町
七

段

二

百
八

十

五
歩

マ
マ

右

得

二
神

祇

官

解

一
稱
。

宮

主

等
觸
稱

。

件

月

料

准

三

宮

例

一
。

以

二
官

田

一

被

二
充

給

一
者

。

官

依

二
解

状

一
謹

請

二

官

裁

一
者

。

右

大

臣
宣

。

奉

レ

勅

。



依
レ
請
。

寛
平
三
年
八
月
三
日

(傍
線
筆
者
)

と
あ
る
。

こ
れ
は
中
宮
職
に
仕
え
る
宮
主

と
戸
座
に
、

「三
宮
」

の
例
に
准
じ
て

月
料
米
の
た
め
の
官
田
を
充
給
す
る
こ
と
を
定
め
た
太
政
官
符
で
あ
り
、
先
と
同

じ
く
元
慶
官
田
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
と
思
わ
れ
る

(

。
中
宮
職
の
宮
主
と
戸

座
に
も
、
元
慶
七
年
の
先
例
に
倣

っ
て
充
給
が
な
さ
れ
た
と
理
解
さ
れ
る
か
ら
、

こ
こ
の
「
三
宮
」
は
御
宮

・
太
皇
太
后
宮

・
皇
太
后
宮
を
指
す
と
理
解
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
太
皇
太
后

・
皇
太
后

・
皇
后
を
指
さ
な
い

「三
宮
」
の
事
例

が
散
見
さ
れ
、
「三
宮
」
概
念
に
は
多
様
性
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

次
に
、
『
延
喜
式
』
巻
二
十
五
、
主
計
下
の
凡
勘
大
帳
者
条

の

「其
依
レ
符
所
レ

免
為
二
符
損
こ

の
割
注
に

八
位
蔭
子
。
四
位
孫
。
大
舎
人
。
三
宮
舎
人
。
諸
司
史
生
。
事
業
。
薬
生
。

歌
憐
琴
鼓
吹
生
。
諸
司
雑
部
。
番
上

工
。
左
右
近
衛
。
兵
衛
。
門
部
。
主
政

帳
。
軍
毅
。
帯
刀
。
帳
内
資
人
。
神
主
。
祢
宜
。
祝
部
。
陵
戸
。
太
宰
厨
戸
。

吉
野
国
栖
。
得
度
。
竝
為
二
不
課
一

(傍
線
筆
者
)
。

と
あ
り
、
こ
れ
に
関
連
し
て
同
巻
十
八
、
式
部
上
の
凡
補
諸
宮
舎
人
者
条
に

凡
補
二
諸
宮
舎
人
一者
。
中
宮
入
色

一
百
五
十
人
。
外
位

一
百
人
。
白
丁

一

百
五
十
人
。
東
宮
入
色
四
百
人
。
外
位

一
百
人
。
白
丁

一
百
人
。
斎
宮
入
色
。

白
丁
各
十
人
。
其
外
位
随
二
解
闕

一補
レ
之
。
但
白
丁
舎
人
未
レ
叙
之
前
。
無

レ
故
不
レ
上
之
替
。
聴
レ
補
二
白
丁
一。
其
叙
位
之
後
。
依
レ
病
不
レ
上
。
井
遷
二

他
色

一之
替
。
以
二
雑
色
人
一補
レ
之
。
(傍
線
筆
者
)

と
あ
る
。
こ
れ
は
諸
宮
の
舎
人
を
補
任
す

る
場
合
、
入
色

・
外
位

・
白
丁
か
ら
そ

れ

そ

れ

何

人

と

る

か

を

規

定

し

た

も

の

で
あ

る

が

、

こ

こ

の

「
諸

宮

」

は

「
中

宮

」

「
東

宮

」

「斎

宮

」

を
含

む

も

の
と

理
解

さ

れ

る
。

『
延

喜

式

』

に

は

三

宮

の

舎

人

に
関

係

す

る
と

思

わ

れ

る
記

載

は
右

記

の

二
条

以
外

確

認

で
き

な

い
。

こ

の

二
条

が

対

応

し

て

い

る
と

す

る
な

ら

、

こ

こ

の

「三

宮

舎

人
」

の

コ
ニ
宮

」

は
中

宮

・
東

宮

・
斎

宮

を

指

す

可
能

性

が

あ

る

(71
)。

だ

が

、

先

に

述

べ

た

よ

う

に

、

『
続

日

本

後

紀

』

承

和

六

年

八

月

朔

日

条

の

「
三

宮

舎

人
」

の
「
三

宮

」

は
春

宮

坊

・
皇

后

宮

・
中

宮

を

指

し

て

い
た

。

こ

こ

か
ら

同

じ

「三

宮

舎

人
」

と

い
う

表

現

で
あ

っ
て
も

「三

宮

」

の
指

す

も

の
が

異

な

る
場

合

が

あ

る

こ
と

が

知

ら

れ

る
。

さ

て
、

年

給

制

度

の
初

見
史

料

と

し

て
知

ら

れ

る

『
日
本

三
代

実

録

』

貞

観

七

年

(八

六

五
)

正
月

二
十

五

日
条

に

は
、

(略

)
。

謹

案

。

此

事

格

式

不

レ
載

。

宣

旨

非

レ
切

。

徒

見

二
流

例

一
。

未

レ
詳

二
本

源

一
。

方

今

年

中

所

レ
出

之

欠

。

始

レ
自

三

二
宮

一
。

至

二
於

諸

司

一
。

有

レ

労

応

レ
補

者

居

レ
多

。

常

苦

二
其

不

足

一

而

親

王

之

数

。

四

十

有

余

。
非

レ

隔

二
数

年

一
。

難

レ
可

二
周

給

一
。

(
以
下

略

)

(
傍
線

筆
者

)

と

あ

る

(81
)。

こ

こ

の
傍

線

部

は

「
三

宮

の
職

員

か

ら

一
般

諸

司

の
官

人

に

至

る

ま

で
、

労

を

重

ね

任

官

さ

れ

る

べ
き

者

が

多

い

の

で
、

常

に
欠

官

が

少

な

く

困

っ

て

い

る

」
(91
)
と

解

釈

で
き

る

が

、

貞

観

七

年

正

月

に

は

、

太

皇

太

后

(
藤

原

順

子
)

と

皇

太

后

(藤

原

明

子
)

の

二
后

し

か
在

位

し

て

お
ら

ず

、

東

宮

も

立

っ
て

い
な

い

(2。
)。

そ

れ

ゆ
え

、

素

直

に

こ

こ

の

コ
ニ
宮

」

が

太

皇

太

后

・
皇

太

后

・

皇

后

を

指

す

と

理

解

す

る

こ
と

は

で
き

な

い
。

な

お
、

こ

こ

の
「
三

宮

」

が

指

す

残

り

の

一
宮

が

問

題

と

な

る
が

、

も

し

そ
れ

が

具

体

的

に
存

在

し

た

と

し

て
も

、



特

定

す

る

こ
と

は

む
ず

か

し

い
と

考

え

る

(12
)。

次

に

、

『
日

本

三

代

実

録

』

貞

観

十

三

年

(
八

七

一
)

四

月

十

日

条

に

は
、

藤

原

良

房

を

「
三

宮

」

に

准

じ

て

年

官

を

与

え

る

と

い
う

記

載

が

あ

り

、

こ

れ

が

「准

三
宮

」

の
初

例

と

さ

れ

て

い

る

(22
)。

(略

)

夫

太

政

大

臣

。

法

當

レ
食

二
邑

三

千

戸

一
。

及

随

身

兵

伎

。

國

有

二
成

式

一
。

又
准

三

二
宮

一
給

二
年

官

一
。

「
給

」

先

帝

之

恩

寵

也

。

(中

略

)

宜

下
其

封

戸
全

食

三

二
千

一。

以

二
内
舎

人

二

人
。

左

右

近

衛

左

右

兵

衛

各

六

人

一
。

爲

中
其

随

身

之

兵
上
。

又
給

二
帯
仗

資

人
卅

人

一
。

年

官

准

三

宮

事

。

亦

當

レ

奉

レ
遵

二
先

帝

之

遺

詔

一。

(
以
下

略

)

(
傍
線

筆
者

)

「准

三
宮

」

は

三
宮

に
准

ず

る

の
意

で
、

年

給

制

度

の
分

脈

で

は
、

通

常

、

公

卿

な

ど

を

太

皇

太

后

・
皇

太

后

・
皇

后

に
准

じ

て
年

官

・
年

爵

を

与

え

る
も

の
と

さ

れ

て

お

り

(艶

、

こ

こ

の
良

房

の
初

例

も

同

様

に

理
解

さ

れ

て

い

る

(峯

。

し

か

し
、

同

条

に

は
先

帝

文

徳

の
遺

詔

に

よ

り
良

房

を

「
三
宮

」

に
准

じ

て
年

官

を

与

え

る

と

あ

る

が

、

文

徳

朝

に

は

三

后

が

並

立

し

た

時

期

は

な

い

(后

宮

表

参

照

)
。

で

は
、

こ

こ

の

「准

三
宮

」

の

「三

宮

」

と

は

何

を

指

し

て

い
る

の

か
。

太

皇

太

后

・
皇

太

后

・
皇

后

な

の

か
。

そ
れ

と

も

そ

う

で

は
な

い

の

か
。

こ
れ

に

つ
い

て

は
、

後

年

の
用

例

を

参

照

し

て
考

え

て

い
く

必
要

が

あ

る
だ

ろ
う

。

以

上
、

十

世

紀

以

前

の
「
三

宮

」

を

検

討

し

て

き

た

(52
)。

そ

の
結

果

、

十

世

紀

以
前

に

お

い

て
「
三

宮

」

と
「
三

后

」

を

同

意

語

と

す

る
考

え

方

は
当

て

は
ま

ら

な

い

こ
と

が

明

ら

か
と

な

っ
た

。

つ
ま

り
、

十

世

紀

以
前

の
「
三

宮

」

は

必
ず

し
も

太

皇

太

后

・
皇

太

后

・
皇

后

を

指

す

と

は
限

ら

な

い

の

で
あ

る
。

ま

た

、

『
日

本

三

代

実

録

』

と

『
延

喜

式

』

の
編

者

は
明

ら

か

に

「
三

后

」

と

「三
宮
」
を
使
い
分
け
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
十
世
紀
以
前
に
お
い
て
は

「三

宮
」
と
「
三

后
」
が
違
う
概
念
を
持

っ
て
い
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

三
、

『
御
堂

関
白
記

』

の

「三
宮
」

と

「三
后

」

次
に
十

一
世
紀
の

「三
宮
」
を
検
討
し
て
い
く
が
、
本
稿
の
課
題
に
適
し
た
史

料
は
日
記
が
中
心
に
な
る
。
十

一
世
紀

の
も
の
と
し
て
は

『
小
右
記
』
『
御
堂
関

白
記
』
『
左
経
記
』
『権
記
』
『
春
記
』
『中
右
記
』
が
あ
り
、
こ
れ
ら
に
影
響
を
与

え
た
も
の
と
し
て
実
資

(小
野
宮
流
)

の
曽
祖
父
忠
平

の

『
貞
信
公
記
』
、
道
長

(御
堂
流
)
の
祖
父
師
輔
の

『九
暦
』
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
日
記
を
調
べ
た
結
果
、

総
称
概
念
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る

「三
宮
」
は

『小
右
記
』
に
の
み
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
、
そ
の
他

(『
御
堂
関
白
記
』
『
左
経
記
』
『
権
記
』
『
春
記
』
『
中
右

記
』
)
で
は
天
皇
の
第
三
親
王
を
指
す
語
と
し
て

「※
三
宮
」
が
使
用
さ
れ
て
い

る

(釜

こ
の
場
合
は

「さ
ん
の
み
や
」
と
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
総
称
概
念

と
し
て
の

「三
宮
」
と
区
別
す
る
た
め
に
、
以
後
、
「さ
ん
の
み
や
」
は

「※
三

宮
」
と
記
す

。
そ
こ
で
本
稿
で
は

『御
堂
関
白
記
』
と

『小
右
記
』
を
取
り

上
げ
て
考
察
を
し
て
い
く
。

『御
堂
関
白
記
』
の
中
で

「※
三
宮
」
の
初
見
は
寛
弘
八
年

(
一
〇

一
一
)
四

月
十
八
日
条
で
あ
る
。

十
八
日
、
辛
酉
、
木
定

〈賀
茂
祭
、
〉

曉
従
レ
内
若
宮

・
三
宮

・
尚
侍
同
道
御
二
一
条
家
桟
敷
室

一、
巳
午
時
許
上
達

部
等
参
会
、
右
大
臣

・
内
大
臣

・
(中
略
)
・
三
位
中
将
等
、
殿
上
人
皆
参
、



事

了
参

二
太

内

一
給

、

右

府

早

退

出

、

内

府

以

下

候

御

供

、

内

府

引

二
出

馬

一

疋

一
、

彼

御

前

有

光

朝

臣

給

レ
衣

、

着

コ
陣

頭

一
、

自

奉

二
懐

若

宮

一
、

是

依

レ

夜

、

中

宮

大

夫

奉

二
懐

三
宮

一
、

尚

侍

・
母
ゝ

同
参

二
東

宮

一
、

即

与

母
ゝ

退

出

、

(
傍
線

筆

者

)

こ
れ

は
道

長

た

ち

が

一
条

家

の
桟

敷

で
賀

茂

祭

を

見

学

し
た

と

い
う

も

の

で
あ

る
が

、

こ

こ

の

「※

三
宮

」

は

敦

良

親

王

を

指

し

て

い

る
と

思

わ

れ

る

(72
)。

敦

良

親

王

は
後

の
後

朱

雀

天

皇

で
あ

り

、

母

は
道

長

女

の
彰

子

で
あ

る
。

ま

た

、

敦

良

親

王

は
中

宮

大

夫

に
抱

か
れ

て

い
た

と

あ

る
が

、

当

時

彼

は

一
歳

四

カ
月

ほ
ど

な

の

で
記

述

の
内

容

と

矛

盾

し
な

い

(82
)。

『
御

堂

関

白

記

』

に

は

右

の
事

例

の
他

に
多

く

の

「
※

三

宮

」

を

確

認

で
き

る

(92
)

一
方

で

、

「
三

宮

」

の
事

例

は

一
つ
も

確

認

す

る

こ
と

が

で

き

な

い
。

強

い

て
言

う

な

ら

、

「
准

三
宮

」

の
か

た

ち

で

確

認

で

き

る

だ

け

で

あ

る

(3。
)。

し

か

し

、

「
三

后

」

の

語

は

唯

一
、

寛

仁

二
年

(
一
〇

一
八
)

十

月

二
十

二

日

条

に

見

る

こ
と

が

で
き

る
。

同

条

は

か
な

り
長

文

で
あ

る
た

め

全

文

載

せ

る

こ
と

は

避

け

る

が

、

そ

こ

に

は

「
此

間

東

泉

渡

殿

三

后
有

二
御

対

面

一
、

見
者

感

悦

多

マ
マ

端

、

姫

宮

同

御

、

母

墨

・
女

三

位

同

参

候

、

我

心

地

不

レ
覚

レ
有

二
生

者

一
也

。

難

レ
尽

二
言

語

一
、

未

曾

有

事

也

」

と

あ

り

、
道

長

の
邸

宅

土

御

門

第

で

コ
ニ
后

」

が

対

面

し
た

際

、

道

長

が

大

変

感

動

し
た

こ
と

が

書

か
れ

て

い

る
。

寛

仁

二
年

十

月

十

八

日
、

威

子

の
立

后

に
よ

っ
て
道

長

家

か
ら

三

人

の
后

が

出

る

こ
と

に
な

っ

た

。

太

皇

太

后

彰

子

・
皇

太

后

妊

子

・
中

宮

威

子

で
あ

る
。

一
つ
の
家

か
ら

三

人

の
后

が

出

る

こ
と

は
前

例

の
無

い

こ
と

で
、

藤

原

実

資

も

「
一
家

三
后

事

、

未

曾

有

而

已

」
(13
)
と

言

っ
て

い

る

ほ

ど

で
あ

る
。

当

然

、

こ

こ

の

「
三

后

」

は

彰

子

人
間
文
化
研
究

23

二
〇

一
五
年

・
妍

子

・
威

子
を

指

す

(23
)。

『
御

堂

関

白

記

』

に

お

い

て

は
、

三
宮

の
表

記

は

一
貫

し

て

「
※

三
宮

」

(
天

皇

の
第

三
親

王
)

と

し

て
使

用

さ

れ

、

太

皇

太

后

彰

子

・
皇

太

后

妊

子

・
中

宮

威

子
を

指

す

場

合

は
「
三

后

」

の
語

が

用

い
ら

れ

た

。

こ
れ

は
文

面

上

の
困

惑

を

避

け

る
た

め

、

道

長

が

意

識

的

に
書

き

分

け

た

と

思

わ

れ

る
。

こ

こ

で

は
、

太

皇

太

后

彰

子

・
皇

太

后

妖

子

・
中

宮

威

子

(33
)
の
総

称

と

し

て

「
三

宮

」

で
な

く

「
三

后

」

の
語

が

用

い
ら

れ

た
と

い
う

点

に
注

意

し

て

お
き

た

い
。

四
、

『
小
右

記
』

の

「三
宮
」

と

「三
后

」

次

は

『
小
右

記

』

を

取

り
上

げ

て

い
く

が

、

同

書

に

お

い

て
も

「
※

三
宮

」

の

事

例

を
多

く

確

認

す

る

こ
と

が

で
き

る
。

し

か

し

、

「
三

宮

」

の
事

例

も

確

認

す

る

こ

と

が

で

き

、

注

が

附

さ

れ

て

い

る
事

例

も

あ

っ
て
、

「
三
宮

」

が

具

体

的

に

何

を

指

す

の

か
を

知

る

こ
と

が

で
き

る
。

『
小

右

記

』

長

和

元
年

(
一
〇

一
二
)

六

月

九

日
条

に

は
、

九

日

、

(
中

略

)

相

府

以

二
右

衛

門
督

一
招

二
予

於

簾

外

一
、

談

三
病

苦

攻

二
身

命

事

一
、

今

日

間

日
頗

得

二
尋

常

一
、

但

病

体

異

レ
例

已

不

レ
可

レ
存

。

至

レ
今

無

レ
所

レ
思

、

命

不

レ
可

レ
惜

。

三
宮

御

事

〈
二

后

・
東

宮

、
〉
・
男

女

子

等

事

内

、

尤

所

レ
歎

只
皇

太

后
宮

御

事

而

已
。

(
以

下
略

)

(
傍
線

筆
者

)

と

あ

り

、
「
三
宮

御

事

」

に

「
二

后

・
東

宮

」

と

注

が

附

さ

れ

て

い
る

。

こ

こ

か

ら

同

条

の

「
三
宮

」

が

太

皇

太

后

・
皇

太

后

・
皇

后

を

指

す

も

の

で

は
な

い

こ
と

が

明

ら

か

で
あ

る
。



「三
宮
」
概
念
の
変
遷
と

「准
三
宮
」
(手
嶋
)

と
こ
ろ
で
、
長
和
元
年
六
月
当
時
は
太

皇
太
后

(藤
原
遵
子
)
・
皇
太
后

(藤

原
彰
子
)
・
皇
后

(藤
原
　

子
)
・
中
宮

(藤
原
妍
子
)
・
東
宮

(敦
成
親
王
)
が

在
位
し
て
お
り
、
実
資
の
言
う

「二
后
」
が
誰
で
あ
る
の
か
が
問
題
に
な
る
。
こ

こ
の

「三
宮
御
事
」
は
病
に
苦
し
ん
で
い
る
相
府

(藤
原
道
長
)
が
実
資
に
語

っ

た
言
葉
で
あ
り
、
そ
の
会
話
の
内
容
は

「今
に
な

っ
て
思
い
残
す
こ
と
は
無
く
命

も
惜
し
く
は
な
い
が
、
三
宮
や
子
や
孫
た
ち
の
こ
と
、
特
に
皇
太
后
宮

(彰
子
)

の
こ
と
が
気
が
か
り
な
だ
け
だ
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
の
「
三
宮
」

は
道
長
の
子
や
孫
を
指
し
て
い
る
こ
と
と
な
る
。
す
る
と
、

「二
后
」
と
は
道
長

の
娘
の
皇
太
后

(藤
原
彰
子
)
と
中
宮

(藤
原
妍

子
)
を
指
し
て
い
る
と
理
解
す

る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う

(
)。
ま
た
、
東
宮
敦
成
親
王
は
皇
太
后
彰
子
の
子

(道

長
の
孫
)
な
の
で
道
長
の
言
葉
に
矛
盾
し
な
い
。

つ
ま
り
、
こ
こ
の
「
三
宮
」
は

皇
太
后
彰
子

・
中
宮
妍

子

・
東
宮
敦
成
親

王
を
指
す
と
の
理
解
が
可
能
に
な
る
。

続
く

『小
右
記
』
寛
仁
二
年

(
一
〇

一
八
)
十

一
月
九
日
条
は
注
目
す
べ
き
史

料
で
あ
る
。

九
日
、

(中
略
)
今
日
左
大
将
太
娘

〈五
〉
.
二
娘

〈三
〉
、
於
二
大
殿

一着
袴
。

依
二
昨
大
殿
御
消
息

一、
黄
光
傾
参

入
、
卿
相
参
会
。
乗
燭
後
依
二
大
殿
命

一

経
二
寝
殿
南
實
子
一向
二
東
対

一、
＼
南
庇
上
達
部
座
、
副
レ
簾
立
二
四
尺
屏
風

一
〈南
面
高
麗
端
畳
上
敷
、
北
面
敷

管
円
座
、
対
座
、
依
座
席
狭
、
〉
卿
相

暫
着
二
南
廊

一、
殿
上
人
座
二
敷
□

一了
、
随
大
納
言
公
任
卿
相
催
次
第
着
二

南
庇
座

一
、
次
居
饗
饌
、

〈折
敷
〉
居
汁
物
了
之
間
大
殿
、
摂
政
従
二
西
対
一

被
レ
座
、
大
殿
着
外
方
召
管
円
座
為

□
摂
政
着
二
南
面

一座
、
次
居
両
殿
饌
、

大
納
言
公
任
卿
勧
盃
、
大
殿
受
レ
之
、
次
大
納
言
道
綱
、
次
摂
政
、
次
々
如

レ
例

、

此

問

三

宮

〈太

皇

大

后

・
皇

太

后

・
中

宮

、
〉

給

二
着

袴

見

衣

一
、

御

使

等

被

物

、

戌

二
剋

着

袴

〈其

処

東

対

〉
、

(
以

下
略

)

(
傍
線

筆
者

)

こ
れ

は
左

大

将

藤

原

教

通

の
長

女

と

次

女

の
着

袴

に
関

す

る
記

事

で
あ

る
。

こ

こ

の
「
三

宮

」

に

は
太

皇

太

后

・
皇

太

后

・
中

宮

と

注

が

附

さ

れ

て

い

る
。

寛

仁

二
年

十

一
月

の
太

皇

太

后

は
彰

子

、

皇

太

后

は
妍

子

、

中

宮

は
威

子

で
あ

っ
た

の

で
、

こ

こ

の

「
三
宮

」

は
彰

子

・
妊

子

・
威

子
を

指

し

て

い

る
。

ま

た

、

『
小
右

記

』

治

安

三

年

(
一
〇

二

三
)

九

月

十

二

日
条

(
【
史

料

A

】
)

に

は
、十

二

日
、

(中

略

)
、

北

方

賀

料

綾
褂

二
重

可

レ
調

レ
奉

之

由

、

有

二
太

后

令

旨

一
、

亮

済

政

書

レ
之

、

近

来

天

下

人

手

足

難

レ
借

云

々
、

宰

相

来

、

即

参

計
講

、

入
夜

重

来

云

、

被

レ
定

二
北

方

賀

一
事

、

三
宮

有

二
造

仏

・
写

経

↓
、

請

一、一僧

禄

・
彼

御

装

束

・
楽

人
禄

等

一
相

分

可

レ
被

レ
設

、

(
以

下
略

)

(
傍
線

筆
者

)

と

あ

る
。

同

条

は
道

長

の
嫡

妻

北

方

(源

倫

子

)

の
六

十

歳

の
賀

の
準

備

に
関

す

る
記

事

で
あ

る
が

、

こ

こ

の

「三

宮

」

が

誰

を

指

す

の

か

は
、

次

の

『
小
右

記

』

逸

文

、

治

安

三
年

十

月

十

三

日
条

を

検

討

す

れ

ば

明

ら

か
と

な

る
。

十

三

日
、

(
中

略

)

午

時

許

参

二
上

東

門
宮

一
、

関

白

及

諸

卿

著

二
饗

座

一
、

①

三

后

御

レ
座

〈太

皇

大

后

本

自

御

レ
座

、

皇

太

后

・
中

宮

今

朝

行

啓

、

一
品

宮

・
尚

侍

同
座

云

々
、
〉

垂

二
母
屋

御

簾

一
、

懸

二
両

堺
曼

茶

羅

一
、

其

東

西

方

二

仏

殿

安

二
置

仏

像

一
、

両

界

井

仏

殿

前

立

二
仏

供

机

一
、

亦

立

二
高

座

・
礼

盤

等

一
、

六

十

口
僧

座

二
敷

庇
并

東

西

渡

殿

一
、

散

花

机

二

脚

立

二
庭

中

一
、

〈東

西

各

一
脚

、

置

二
花

筥

一
、
〉

経

机

上

置

二
法

花

・
寿

命

経

、

大

般

若

経

等

一
、

詳

見

二
願

文

一
、

於

二
中

門

外

一
発

二
音

楽

一
、

参

入

、

舞

人

前

右

近

将



曹

政

方

打

レ
一
進

二
庭

中

一
、

舞

人

・
楽

人

著

二
握

座

一

〈
地

上

造

仮

屋

、

大

マ

マ

納
言
宗
頼

・
中
納
言
兼
隆

・
参
議
経
通
子
息
舞
人
也
、
相
従
各
令
装
束
、
又

頼
宗

・
経
通
兄
弟
卿
相
同
次
追
従
、
皆
渡
庭
中
、
〉
僧
侶
参
上
、
(中
略
)
次

講
師
啓
白
、
揚
経
題
名
、
次
御

諦
経
、
先
内
蔵
寮
、
〈勅
使
頭
経
頼
、
給

禄
、
〉
次
②
三
宮
、
依
二
御
座
無

一レ
使
、
東
宮
、

〈使
亮
泰
通
、
給
禄
、
進
二

於
南
階
前

一
再
拝
、
上
達
部

云
、

不
レ
可
レ
進
於
者

、
於
坤
方
可
拝
歟

云
々
、
〉
講
説
了
、
行
香
後
賜
二
衆
僧
禄

「、
(以
下
略
)
(傍
線
筆
者
)

こ
れ
は
北
方

(源
倫
子
)
の
六
十
歳
の
賀
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ

る
と
、
賀
は
道
長
の
邸
宅
の

一
つ
で
あ
る
上
東
門
宮
で
開
催
さ
れ
、
関
白
や
諸
卿
、

三
后
等
が
参
加
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
両
界
曼
茶
羅
、
仏
像
、
法
華

・
寿

命
経
、
大
般
若
経
等
も
用
意
さ
れ
、
僧
に
よ
る
講
説
、
楽
人
や
舞
人
に
よ
る
芸
能

も
披
露
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
こ
で
傍
線
①
に
注
目
し
た
い
。

こ
こ
の

「三

后
」
が
太
皇
太
后
彰
子

・
皇
太
后
妍

子

・
中
宮
威
子
を
指
す
こ
と
は
注
か
ら
明
ら

か
で
あ
り
、
傍
線
①
か
ら
傍
線
②
の
「
三

宮
」
も
彰
子

・
妍
子

・
威
子
を
指
す
と

判
断
で
き
る
。
な
お
、
こ
こ
の

「三
宮
」
と
「
三

后
」
が
同

一
の
も
の
を
指
し
て

い
た
こ
と
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。

ま
た
、
【史
料
A
】
に
よ
る
と
、
賀
の
た
め
に
準
備
さ
れ
た
も
の
は
、
仏
像

・

御
経

・
僧
禄

・
装
束

・
楽
人
禄
で
あ
り
、
賀
当
日
に
使
用
さ
れ
た
も
の
と

一
致
す

る
。
そ
し
て
太
皇
太
后
彰
子

・
皇
太
后
妍

子

・
中
宮
威
子
が
道
長
家
の

一
員
で
あ

る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
【史
料

A
】
の

「三
宮
」
は
彰
子

・
妊
子

・
威
子
を
指

す
と
理
解
で
き
る
。

こ
こ
ま
で

「三
宮
」
に

つ
い
て
検
討
を
加
え
て
き
た
が
、
『
小
右
記
』
に
は

人
間
文
化
研
究

23

二
〇

一
五
年

「
三

后

」

の
語

も

確

認

す

る

こ
と

が

で

き

る
。

例

え

ば

、

寛

仁

二

年

(
一
〇

一

八

)

十

月

十

六

日
条

に

は

、

「
十

六

日
、

乙

巳
、

今

日

以

二
女

御

藤

原

威

子

一
立

二

皇

后

一
之

日

也

、

〈
前

太

政

大

臣

第

三

娘

、

一
家

三

后

、

未

曾

有

〉

(
傍

線

筆

者

)
」

と

あ

り

、

こ

こ

の

「
三

后

」

が

彰

子

・
妍

子

・
威

子

を

指

し

て

い
る

こ
と

が

わ

か

る

(53
)。

こ

こ

で

他

史

料

に

目

を
転

じ

て

み

る
。

『
小

右

記

』

と

同

時

代

の
史

料

に

『
左

経

記
』

が

あ

る

が

、

『
左

経

記
』

で

は

寛

仁

二
年

十

月

二
十

二

日
条

を

初

見

に
彰

子

・
妍

子

・
威

子

を

指

す

語

と

し

て

「
三

后

」

の
語

が

使

用

さ

れ

て

い
る

(36
)。

一
方

で
、

寛

仁

二
年

十

二
月

十

六

日
条

と

同

四
年

十

一
月

五

日
条

に

は
、

そ
れ

ぞ

れ

「
大

皇

太

后

宮

、

皇

太

后

、

中

宮

」

「太

后

、

皇

太

后

宮

、

中

宮

」

と

あ

り

、

「
三
宮

」

が

使

用

さ

れ

て

い
な

い
。

『
左

経

記

』

の

こ

の
表

記

は

注

意

し

て

お

く

必
要

が

あ

る
。

以
上

の

よ
う

に

『
小
右

記

』

を

検

討

し

て
き

た

結

果

、

以

下

の

こ
と

が

指

摘

で

き

る
。

第

一
に
長

和

元
年

の

「三

宮

」

は

二
后

と

東

宮

、

す

な

わ

ち

、

皇

太

后

彰

子

・
中

宮
妍

子

・
東

宮

敦

成

親

王
を

指

し

て
使

用

さ

れ

て

い
た

こ
と

で
あ

る
。

第

二

に
、

威

子

の
立

后

以
降

、

「
三

宮

」

の
語

が

彰

子

・
妍

子

・
威

子

を

指

す

も

の

と

し

て

使

用

さ

れ

始

め

た

と

い
う

こ

と

で

あ

る

。

ま

た

、

「
三

后

」

の
語

も

彰

子

・
妍

子

・
威

子
を

指

す

も

の
と

し

て
使

用

さ

れ

て

い
た

点

も

見

逃

し

て

は
な

ら

な

い
。

な

お

、

『
御

堂

関

白

記

』

『
左

経

記

』

は
彰

子

・
妍

子

・
威

子

を

指

す

場

合

「
三

后

」

の
語

の

み
を

使

用

し

て

い
た

の

で
、

彰

子

・
妍
子

・
威

子
を

指

す
「
三

宮

」

の
語

の
使

用

は

『
小

右

記

』

独

自

の
も

の

で
あ

っ
た

と

思

わ

れ

る
。



五

、

「
三
宮
」
概
念

の
変
遷
と

「准

三
宮
」

「
三

宮

」

と

「
准

三

宮

」

(
手
嶋
)

十

一
世
紀
の
史
料
と
し
て

『御
堂
関
白
記
』
と

『
小
右
記
』
を
取
り
上
げ
て
検

討
し
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
以
降
の
史
料
に
お
い
て
「
三
宮
」
の
事
例
は
ほ
ぼ
無
い

に
等
し
く
な
り
、
か
わ

っ
て

「准
三
宮
」

の
語
を
多
く
確
認
で
き
る
状
況
に
な
る
。

そ
れ
は
三
宮
と
表
記
し
て
天
皇

の
第
三
親
王
を
指
す
認
識

つ
ま
り

「※
三

宮
」

が
普
及
し
て
い
っ
た
こ
と
が
大
き
な
理
由
の

一
つ
に
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ

う
が
、
も
う

一
つ
の
理
由
と
し
て

「准
三
宮
」
そ
の
も
の
に
関
心
が
集
ま
り
始
め

た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

「准
三
宮
」
と
は
天
皇
の
勅
に
よ
っ
て
個
人
を

「三
宮
」
に
准
じ
た
扱
い
に
し

て
年
官
年
爵
封
戸
を
与
え
る
方
法
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
待
遇
を
受
け
た
人

物

の
こ
と
を
言
う
が

(

、
樫
山
和
民
氏
に
よ
る
と
、
「准
三
宮
」
は
十

一
世
紀

以
降
、
濫
用
さ
れ
始
め
、
そ
の
対
象
と
な

る
者
は
摂
関
か
ら
皇
族
、
後
宮
、
僧
等

に
拡
大
し
て
い
っ
た
。
そ
の
上
、
そ
れ
は

一
種
の
身
位
を
な
し
て
お
り
、
「准
三

宮
」
に
よ

っ
て
序
列
が
確
定
し
た
例
も
あ

る
と

い
う

(

。
ま
た
、
石
川
和
外
は
、

近
世
に
お
い
て

「准
三
宮
」
の
持

つ
特
権

的
要
素
は
失
わ
れ
た
が
、
「名
目
的
な

も
の
」
以
上
の
意
味
を
有
し
て
お
り
、
座
次
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
す
る
指

摘
を
さ
れ
て
い
る

(93
)。

右
記
の
よ
う
な
指
摘
を
踏
ま
え
る
と
、

十

一
世
紀
後
半
以
降
、
「准
三
宮
」
が

序
列
を
決
め
る
要
素
と
し
て
認
識
さ
れ
始
め
た
た
め
に
、

「三
宮
」

で
は
な
く

「准
三
宮
」
そ
の
も
の
に
社
会
的
関
心
が
移

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
の
よ
う
に
、

「※
三
宮
」
の
普
及
と

「准
三
宮
」

へ
の
社
会
的
関
心
の
集

中

と

い
う

二

つ
の
理

由

か
ら

、

十

一
世

紀

後

半

以
降

の
史

料

で

「三

宮

」

は
減

少

し

て

い
き

、

「
准

三

宮

」

が

増

加

し

た

の

で
あ

ろ

う

。

そ

こ

で
、

十

一
世

紀

後

半

以
降

は
、

「
准

三

宮

」

に

注

目

し

て

検

討

を

進

め

て

い
く

。

六
、

「准
后
」

と

「准

三
宮
」

「准
三
宮
」
と

「准
三
后
」
の
問
題
を
検
討
す
る
前
に
、

「准
后
」
に

つ
い
て

検
討
し
て
お
き
た
い
。
現
在

「准
后
」
も

「准
三
宮
」
と
同
意
語
だ
と
理
解
さ
れ

て
い
る

(前
提

『平
安
時
代
史
事
典
』
な
ど
)
が
、
そ
れ
は
根
拠
の
あ
る
説
な
の

だ
ろ
う
か
。

『小
右
記
』
長
和
四
年

(
一
〇

一
五
)
十
二
月
十
七
日
条
を
見
よ
う
。

十
七
日
、
癸
巳
、
大
納
言
書
状
云
、
昨
日
左
相
府
以
二
右
衛
門
督

一被
レ
奉
二

皇
后
宮

一、
若
二
儲
弐
事

一
歟
、
亦
年
中
可
レ
有
二
中
宮
女
親
王
准
后
事

一
云
々
、

(以
下
略
)
(傍
線
筆
者
)

こ
こ
の

「中
宮
女
親
王
」
と
は
中
宮
妍

子
所
生
の
禎
子
内
親
王
の
こ
と
で
あ
る

が
、
彼
女
の

「准
后
」
の
事
が
年
内
に
予
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
次
に

彼
女
の

「准
后
」
が
触
れ
ら
れ
て
い
る
の
は
同
年
十
二
月
二
十
七
日
条
で
あ
る
。

(略
)
今
日
定
二
案
内

一問
レ
遣
二
資
平

一、
ゝ
ゝ

報
云
、
直
物
、
亦
可
レ
有
二

准
后
事

一
歟
、
四
条
大
納
言
御
消
息
云
、
可
レ
有
二
直
物
并

造
宮
定

一
云
々

(以
下
略
)
(傍
線
筆
者
)

こ
こ
に
は
、
今
日
禎
子
内
親
王
の

「准
后
」
は
あ
る
の
か
と
い
う
実
資
の
問
い

に
対
す
る
四
条
大
納
言

(藤
原
公
任
)
の
返
事
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
返
事
の



中

で

「准

后

」

は
触

れ

ら

れ

て

い
な

い
。

し

か

し
、

翌

日

の

二
十

八

日
条

に

は
、

廿

八

日

、

甲

辰

、

(
中

略

)
、

資

平

云

、

女

三

宮

〈
中

宮

腹

、

七

歳

、

禎

子
、
〉

給

二
千

戸

一
封

、

又
准

三

宮

年

官

・
年

爵

宣

旨

下

、

左

大

臣

奉

レ
之

、

於

陣

座

奉

二
宣

旨

一
、

(
以

下

略

)

(傍

線

筆

者

)

と

あ

り

、

禎

子
内

親

王
が

「准

三
宮

」

の
宣

旨

を

受

け

、

年

官

年

爵

を

与

え

ら

れ

た

こ
と

が

わ

か

る
。

こ
れ

ら

二
条

か
ら

、

二
十

七

日

に

「准

后

」

が

あ

り
、

二
十

八

日

に

「
准

三

宮

」

が

あ

っ
た

と

私

は

考

え

る

。

ま

た

、

二

十

八

日
条

に

は

、

「給

千

戸

封

」

と

「准

三
宮

年

官

・
年

爵

宣

旨

」

の
間

に

「
又
」

と

あ

っ
て

二

つ

の

こ

と

を

分

け

て
記

述

し

て

い

る
。

通
常

、

「准

三

宮

」

を

受

け

た

者

は

年

官

年

爵

封

戸

を

与

え

ら

れ

る
と

さ

れ

て

い

る
が

、

そ
れ

ら

を

一
括

し

て
捉

え

る

理
解

は

妥

当

な

の
だ

ろ

う

か
。

そ

こ

で
次

の
史

料

に
注

目

し
た

い
。

『
勘

仲

記

』

弘

安

七

年

(
一
二

八

四
)

二
月

二
十

八

日
条

に

は
、

(略

)
、

親

王

封

戸

本

数

不

レ
審

候

、

本

封

之

外

、

准

后

之

時

加

二
千

戸

一
之

由

、

宣

下

レ
之

、

(
中

略

)

且

自

二
御

文
庫

一
被

レ
取

二
出

令

一
、

即

可

二
引

見

一

之

由

有

二
御

定

一、

傍

引

二
見

禄

令

一
之

処

、

食

封

者

一
品

八

百

戸

、

二
品

六

百
戸

、

三

品

四

百

戸
、

四

品

三

百

戸

、

内

親

王

減

半

者

、

如

レ
此

有

二
所

見

一
、

准

后

宣

下

之

後

可

レ
加

二
千

戸

一
歟
、

(
以
下

略

)

(
傍
線

筆
者

)

と

あ

り

、

「
准

后

」

の
時

に

封

戸

千

戸

が

加

え

ら

れ

る

と

あ

る

。

ま

た

、

『
中

右

記

』

長

治

二

年

(
一
一
〇

五

)

十

一
月

七

日
条

に

は

次

の
祐

子

内

親

王
亮

伝

が

載

せ
ら

れ

て

い

る
。

申

刻

許

無

品

祐

子

内

親

王
薨

給

、

〈
計

、

号

二
高

倉

一
宮

一
、
〉

御

年

六

十

八

、

内

親

王
者

朱

雀

院

第

三
女

、

母

中

宮
　

子
、

故

宇

治

殿

養

子
也

、

実

式

部

卿

人
間
文
化
研
究
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二
〇

一
五
年

敦
康
親
王
女
也
、
長
暦
二
年
四
月
廿

一
日
誕
生
、

元
年

十

一
月

廿

三

日
着

袴

、

此

日

准

后

、

封

千

戸

、

日
遂
薨

二
干

土

御

門

高
倉

亭

一
、

(
傍
線

筆

者

)

こ

こ

で
も

、

長

久

元
年

(
一
〇

四
〇

)

十

一
月

廿

三

日

に
祐

子
内

親

王

の
着

袴

が

行

な

わ

れ

、

そ

の

日

に

「准

后

」

を

受

け

、

封

千

戸

が

与

え

ら

れ
た

と

あ

る
。

そ

こ

で

『
春

記

』

長

久

元
年

十

一
月

二
十

三

日
条

を

見

る
と

、

廿

三

日

、

甲

戌

、

天
晴

、

今

日
故

中

宮

第

一
女

宮

着

袴

日

也

、

(
中

略

)

勅

即

為

二
内

親

王

一
、

長

久

延

久

年

中

為

レ
尼

、

今

命

云
、

祐

子

内

親

王

可

レ
下

二
准

后
宣

旨

一
之

由

、

可

レ
仰

二
内

大

臣

一
者

、

マ
マ

予

返

奏

云

、

准

后

非

レ
指

レ
号

、

只
本

封

外

加

二
若

干

戸

封

一
、

任

賜

爵

一
可

レ

准

二
三

宮

一
之

由

可

レ
被

二
仰

下

一
歟
、

(中

略

)

関

白

命

云
、

准

后

之

慶

賀

可

レ
奏

レ
此

由

者

、

予

即

参

二
御

前

一
奏

云

、

内

親

王
蒙

二
准

后

宣

旨

一
、

為

賀

二

其

事

一
、

(
以

下
略

)

(
傍
線

筆
者

)

と

あ

る
。

傍

線

部

に
よ

る
と

「准

后

」

は

「号

」

で

は
な

く

、

本

封

と

は
別

に
千

戸

を
加

え

る

も

の
、

「准

三
宮

」

は

年

官

年

爵

を

与

え

る
も

の

、

と

両

者

を

別

々

の
事

と

理

解

し

て

い

る
。

な

お
、

同

条

に

は
後

日

の
話

と

し

て

「先

日
主

上

密

被

レ
仰

云
、

准

后

事

忽

不

レ
可

レ
然

也

、

給

二
千

戸

封

一
之

人

々
、

当

時

有

二
其
員

加

又
有

二
斎

宮

斎

院

事

一
、
仍

更

不

レ
可
二
思

立

一
、

然

而

関

白

懇

切

奏

レ
此

事

、

傍

難

レ
止

也

云

々

(傍

線

筆

者

)
」

と

あ

り

、

「
准

后

」

に

は
定

員

が

あ

っ
て
、

斎

宮

斎

院

と

も

関

係

し

て

い
た

ら

し

い

(04
)。

右

の

よ
う

な

理
解

に
立

て
ば

、

次

の

『
百
錬

抄

』

延

応

元
年

(
一
二

三
九

)

七

月

二
十

七

日
条

の
記

述

も

問

題

無

く

理

解

で
き

る
。

廿

七

日

甲

午

。

今

日
、

准

后

辞

二
封

戸

一
。

被

レ
譲

二
申

仁

和

寺

阿
闍

梨

法

助

一

'



「
三
宮
」
概
念

の
変
遷
と

「准

三
宮
」

(
手
嶋
)

一。
即
被
レ
下
二
勅
書
一
了
。
(傍
線
筆
者
)

こ
れ
は

「准
后
」
藤
原
倫
子
が
息
子
の
法
助
に
封
戸
を
譲

っ
た
と
い
う
内
容
で

あ
る
が
、
樫
山
氏
は
、
こ
の
時
法
助
が
年
官
年
爵
を
受
け
た
か
は
明
ら
か
で
は
な

く
、
極
め
て
特
異
な
事
例
だ
と
し
て
疑
問

を
示
し
て
い
る

(14
)。
し
か
し
、
こ
こ

の
論
子
に
つ
い
て
は

「准
后
」
と
あ

っ
て
、
封
戸
に
つ
い
て
の
み
話
題
と
し
て
い

た
と
理
解
す
れ
ば
、
こ
こ
の
記
述
に
問
題

は
無
く
な
る

(24
)。

以
上
の
よ
う
に

「准
后
」
と

「准
三
宮
」
は
同
意
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の

意
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。

「准
后
」
は
后
に
准
じ
て
封
戸
千
戸
を
本
封
と
は
別

に
与
え
る
こ
と
を
意
味
し
、
「准
三
宮
」

は
三
宮
に
准
じ
て
年
官
年
爵
を
与
え
る

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「准
后
」
に
関
し
て
詳
し
く
は
別
稿

に
譲
る
が
、
こ
こ
で
は

「准
后
」
と

「准
三
宮
」
は
別
々
の
概
念
と
し
て
理
解
す

べ
き
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

七
、

「准
三
宮

」

と

「准
三
后

」

の

混

用

か

な

り

時

代

は

下

る

が

、

十

五

世

紀

に

入

る

と

「准

三

宮

」

の
語

と

「
准

三

后

」

の
語

が

混

用

さ

れ

て

い

る
事

例

が

確

認

で
き

る

(34
)。

『
建

内

記

』

正

長

元

年

(
一
四

二
八

)

正
月

十

三

日
条

に

は
、

(
略

)

後

聞

、

今

日
有

下
被

レ
加

二
御

名

字

一
事

上
、

是

若

仏

事

廻

向

疏

之

類

歟、

可

レ
尋

、

准

三

宮

義

円

ト

ロ

ロ
給

云

々
、

今

夕

以

二
妙

法

院

法

印

賢

長

一

自

三

宝

院

僧

正

一相

談

云
、

御

名

字

事

、

(
中

略

)
、
仍

今

日
被

レ
載

二
御

法

名

一
了

、

而

准

三

后

義

円

ト

被

レ
載

レ
之

、

准

三

后

ハ
依

二
法

中

之

□

□
徳

一

以
前

有

、

(
以

下

略

)

(傍

線

筆

者

)

と

あ

り

、

「准

三

宮

義

円

」
・
「
准

三

后

義

円

」

か

ら

明

ら

か

な

よ

う

に

、

「
准

三

宮

」

と

「准

三
后

」

の
語

が

混

用

さ

れ

て

い

る

こ
と

が

わ

か

る
。

さ

ら

に
同

嘉

吉

元
年

(
一
四

四

一
)

八
月

三
十

日
条

に

は
、

(略

)

准

后

宣

下
略

次

第

諸

卿

参

着

二
杖

座

一
、

先

蔵

人
仰
ゝ

レ
詞

、

前

大

僧

正
法

印

大

和

尚

位

義

承

可

レ
准

三

后

一

勅

書
令

レ
作

ヨ
、

次

上

卿

移

着

二
端

座

一
、

次

仰

官

人
令

二
敷

転

一
、

次

令

官

人
召

二
内

記

一
、

仰

二

勅

書

草

事

一、

〈其

詞

、

前

大

僧

正
法

印

大

和

尚

位

義

承

可

レ
准

三
二
宮

一
、

勅

書
令

二
草

進

一
、
〉

次

内

記

持

二
参

勅

書

草

一
、

〈
入

筥

、
〉

(
以

下
略

)

(
傍
線

筆

者

)

と

あ

っ
て

、

傍

線

部

分

を

比

較

し

て

み

る

と

、
「
三

后

」

と
「
三

宮

」

の
語

以
外

は
全

て

一
致

し

て

い

る

こ
と

が

わ

か

る
。

こ

こ

か
ら

「三

宮

」

と

「三

后

」

の
語

が

同

一
の
意

と

し

て
使

用

さ

れ

て

い

る

こ
と

が

わ

か

る
。

『
建

内

記

』

の
事

例

は

「三

宮

」

と
「
三

后

」

が

同

意

語

と

し

て
認

識

さ

れ

て

い
た

こ
と

を

物

語

っ
て

い

る
。

し
た

が

っ
て
、

現

在

の
「
三

宮

」

概

念

太

皇

太

后

・
皇

太

后

・
皇

后

を

指

す

も

の

は
十

五
世

紀

に

は
成

立

し

て

い
た

と

し

て
よ

い
だ

ろ

う

。



む
す
び

本
稿
は
す
べ
て
の
時
代
に
お
い
て
「
三

宮
」
は
太
皇
太
后

・
皇
太
后

・
皇
后
を

指
す
語
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
か
ら
出
発
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
そ

し
て
そ
の
疑
問
を
解
消
す
る
た
め
に
各
時
代
の

「三
宮
」
が
何
を
指
し
て
い
る
の

か
を
検
討
し
、
時
代
ご
と
の

「三
宮
」
が
持

つ
概
念
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。

十
世
紀
以
前
に
お
い
て

「三
宮
」
は
文
字
通
り
「
三

つ
の
宮
」
の
意
で
使
用
さ

れ
て
き
た
。
そ
の
た
め

「三
宮
」
は
太
皇
太
后
、
皇
太
后
、
皇
后
、
中
宮

(后
位

は
皇
太
夫
人
)
、
東
宮
、
御
宮
、
斎
宮

な
ど
を
指

し
示
し
て
お
り
、
多

様
な

「宮
」
が
「
三

宮
」
と
称
さ
れ
た
。

十

一
世
紀
に
入
る
と
「
三

宮
」
概
念
に
変
化
が
現
れ
た
。
そ
れ
が
初
め
て
見
ら

れ
る
の
は

『
小
右
記
』
で
あ
る
が
、
『
小
右
記
』
も
あ
る
時
期
ま
で
は

「三

つ
の

宮
」
の
意
で
「
三
宮
」
を
使
用
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
寛
仁
二
年
十
月
の
威
子

立
后
を
境
に
し
て
「
三
宮
」
概
念
に
変
化
が
生
じ
た
。
威
子
の
立
后
に
よ
っ
て
道

長
家
か
ら
彰
子

・
妍
子

・
威
子
と
い
う

三
人
の
后
が
出
る
こ
と
と
な

っ
た
た
め
、

「
三

宮
」
は
彰
子

・
妍
子

・
威
子
を
指
す
語
と
し
て
使
わ
れ
始
め
た
の
で
あ
る
。

同
時
に
彰
子

・
妍
子

・
威
子
を
指
す
も
の
と
し
て
「
三
后
」
の
語
も
使
用
さ
れ
て

い
た
。
そ
れ
故
、
「彰
子

・
妍
子

・
威
子
」
11

「三
宮
」
11

「三
后
」
と
い
う
構

造
が
形
成
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は

『小
右
記
』
の
中
で
用
い
ら
れ
た
言
葉

つ
か
い
で

あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
「
三
宮
」
と
「
三

后
」
を
同
意
語
と
し
て
使
用

し
て
い
た
の
が

『小
右
記
』
で
あ

っ
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

現
在
、
『
小
右
記
』
の
写
本
は
多
く
残

っ
て
い
る

(
)。
こ
れ
に
関
し
て
、
三

人
間
文
化
研
究
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二
〇

一
五
年

橋
正
氏
は

「大
量
の
写
本
が
遺
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
『
小
右
記
』
が
貴
族

社
会
で
重
用
さ
れ
て
き
た
歴
史
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い

る

(54
)。

こ
の
よ
う
に
、
有
識
故
実
に
精
通
し
て
い
た
実
資
で
あ

っ
た
の
で
、
彼

の
著
は
後
世
に
お
い
て
参
考
に
さ
れ
る
機
会
が
多

か
っ
た
。
そ
の
際
、
実
資
が

「三
宮
」
と

「三
后
」
を
同
意
語
と
し
て
使
用
し
て
い
た
た
め
に

「三
宮
」
と

「
三

后
」
は
同
じ
も
の
を
指
す
と
の
認
識
が
徐

々
に
広
ま

っ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
実
資
は
「
三
宮
」
も
「
三

后
」
も
彰
子

・
妍
子

・
威
子
を
指
す
語
と
し
て
使

用
し
て
い
た
が
、
も
と
も
と

「三
后
」
は
太
皇
太
后

・
皇
太
后

・
皇
后
の
総
称
で

あ

っ
た
。
こ
こ
か
ら
「
三

宮
」
は

「太
皇
太
后

・
皇
太
后

・
皇
后
」
を
指
す
語
と

い
う
概
念
が
次
第
に
定
着
し
て
い
き
、
十
五
世
紀
に
は
、
ほ
ぼ
完
全
に
定
着
し
た

も
の
と
判
断
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
「
三
宮
」
概
念
の
変
遷
を
筆
者
な
り
に
追

っ
て
み
た
が
、
そ
の
画

期
は
や
は
り
彰
子

・
妍
子

・
威
子
三
后
の
並
立
時
期
と
な
る
。
そ
し
て
、
全
時
代

に
亘
っ
て

「三
宮
」
と

「三
后
」
と
を
同

一
語
と
し
て
理
解
す
る
認
識
は
改
め
る

べ
き
で
あ
る
。

現
在
、
「准
三
宮
」
の
初
例
は
貞
観
十
三
年

の
藤
原
良
房
の
例
だ
と
さ
れ
て
お

り
、
良
房
が
准
じ
ら
れ
た

「三
宮
」
は
太
皇
太
后

・
皇
太
后

・
皇
后
だ
と
理
解
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
十
世
紀
以
前
の
「
三
宮
」

は

「三
つ
の
宮
」
の
意
で
あ

っ
て

「三
后
」
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
文
徳
朝
に

は
太
皇
太
后

・
皇
太
后

・
皇
后
は
並
立
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
良
房
が
准
じ
ら

れ
た
「
三

宮
」
を
太
皇
太
后

・
皇
太
后

・
皇
后
を
指
す
と
理
解
で
き
る
の
か
ど
う

か
も
再
考
す
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
、

「准
三
宮
」
に
よ

つ
て
受
け
る
特
権
は



「
三
宮
」
概
念

の
変
遷
と

「准

三
宮
」

(
手
嶋
)

こ
れ

ま

で
年

官

年

爵

封

戸

と

理

解

さ

れ

て
き

た

が

、

封

戸

は

「准

后

」

に
付

随

す

る

も

の
で

あ

り

、

「
准

三

宮

」

に

付

随

す

る
も

の
は

年

官

年

爵

の
み

だ

と

考

え

ら

れ

る
。

最

後

に

、

年

給

の
展

開

は

「
准

三

宮

」

と
大

き

く

関

係

し

て

い
る

(64
)。

以

前

、

私

は
年

給

発

生

に

私

見

を

述

べ
た

が

(74
)、

今

後

は

本

稿

で

明

ら

か

に

し

た

こ
と

を

踏

ま

え

て

「准

三
宮

」

と

年

給

制

度

の
変

容

に

つ
い

て
さ

ら

に
研

究

を

進

め

た

い
。

[
注

]

(
1
)
『
国
史
大
辞
典
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
九

(
2
)
『
平
安
時
代
史
事
典
』
角
川
書
店
、

一
九
九
九

(
3
)
春

名
宏
昭

「太
上

天
皇

制

の
成
立
」

(『
史
学

雑
誌
』
九
九
、

二
、

一
九
九
〇
)
。

こ

こ
で
は
春

名
氏

の
復

元
に
従

う
。

な
お
、
『
大
宝
令

』
同
条

の
復

元
は
林
紀
昭
氏
も

行

っ
て
い
る

の
で
、
林
氏

の
復

元
案
も
掲
載

し
て
お
く

(林
紀
昭

「律
令
皇
太
子
制

の

一
考
察
」

(『
難
波
宮
趾

の
研
究
』
第
七
論
考
篇
所
収
、
大
阪
市
文
化
財
協
会
、

一

九
八

一
)
)
。

凡
皇
后
皇
太

子
以
下
、
率
土
之
内
、
於
天
皇
太
上
天
皇
上
表
、
同
稱

臣
妾
名

対

揚
稱

名
V
。

皇
后
皇
太

子
於
太
皇
太
后
皇
太

后
、
皆
稱

臣
妾
。
率

土
婦
女
、
於
三

后
、
皆
稱

妾
。
百
官
上
疏
於
三
后
、
稱

殿
下
、
自
稱

皆

日
臣
。
百
官
及
東
宮
官
、

於
皇
太

子
、
皆
稱

殿

下

〈
上
啓

表
同
〉
。

百
官
自
稱

名
、
宮
官
自
稱

臣

〈対
揚
稱

名
〉
。

な

お
、

両
氏

の
推

定
復

元
は
古
記
を
根

拠
に
さ

れ
て

い
る
。

両
氏

は
古

記
か
ら

(
4
)

(
5
)

(
6
)

「
率
土

之
内

」

「
上
表
」

「
臣
名

」

「
対
揚
」

「妾

名
」

「婦

女
」

「上

疏
」

「自

称
」

「臣
」

「
上
啓
表
同
」

「自

称
名
」

「宮
官
自
称

臣
」
を
復

元
し
て
い
る
。

他

の
参
考

文
献
と

し
て
仁
井

田
陞

『
唐
令
拾
遺
補
』
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
九
七
が
あ

る
。

同
条

の
復
元

は
仁
井

田
陞
氏

に
よ

っ
て
行
わ
れ

て
い
る
。
復

元
根
拠

の
史
料

は

『
唐

会
要
』
巻

二
六
、
朧
表
例

・
『
開

元
礼
』
巻
三
、
序
例
下
雑
制

・
『
唐
六
典
』
巻

四
、

礼
部
郎
中
員
外
郎
条

・
『
唐
律
疏
議
』
進
律
疏
表
註

・
『
五
代
会
要
』
巻
四
、
牋

表
例

・
『
石
林

燕
語
』
巻

二
で
あ

る

(仁
井

田
陞

『
唐
令
拾

遺
』
東
京
大
学

出
版
会
、

一

九

三
一二
)
。

春
名

・
林
両
氏
と
も
大
宝
令
文

の

「三
后
」

に
復

元
根
拠
を
示

し
て
お
ら
ず
、
大
宝

令
文

に

「三
后
」

の
語
が
確
実

に
存
在

し
た
か
ど
う
か

に

つ
い
て
は
未
確
定

の
部
分

が
あ
る

(両
氏
が
大
宝
令
文

に
「
三

后
」

の
語
を
復
元

し
た

の
は
、
養
老
令
に

「三

后
」

の
語
が
存
在

し
た

か
ら
で
あ
ろ
う
)
。

こ
れ
に

つ
い
て
は
、
今

後
さ
ら
に
考
え

て
み
た

い
。

「
三
宮
」
に

は

「中
宮

」
が
含

ま
れ
る
場
合
が
あ

る
が
、
そ

の

「中
宮

」
概

念
も
ま

た
時
代

に
よ

っ
て
変
化

し
て

い
る
。

「中
宮
」
概

念

の
変
遷

に
関

し
て
は
橋
本
義
彦

氏

の
研
究

に
詳
し

い
。
橋
本

氏
に
よ
れ
ば
、

「中
宮

」
は
律
令

に
規
定

さ
れ
て
お
り
、

そ

の
第

一
義

は

「太
皇
太
后

・
皇
太
后

・
皇
后

の
居
処

の
称
」

で
、
第

二
義
は

「太

皇
太
后

・
皇
太
后

・
皇
后
を
指
す
称
」

で
あ

っ
た
。

し
か
し
、
令

の
規
定

は
実
際
に

は
守
ら
れ

て
お
ら
ず
、
実
態

は
令
意
と
乖
離

し
て
い
た
。
実
態
と

し
て
は
、
聖
武
天

皇

の
生
母
藤
原
宮
子

に
中
宮
職
が
附
さ
れ

て
か
ら
醍
醐
天
皇

の
皇
后
に
藤
原
穏

子
が

立

て
ら
れ
る
ま

で
は
、

天
皇

の
母

「皇
太
夫

人
」
に
中
宮
職
が
附
さ

れ
、

「皇
太
夫

人
」
が

「中
宮
」
と
称
さ
れ

て
い
た
。
醍
醐
朝
に
な
り
藤
原
穏

子
が
立
后
す
る
と
、



(
7
)

(
8
)

(
9
)

(
10
)

穏

子
に
中
宮
職
が
附
さ
れ
た
。
そ

の
後
、
穏
子

は
皇
太
后

・
太
皇
太
后

に
昇
る
が

一

貫

し
て
中
宮
職
が
附
さ
れ

「中
宮
」
と
称
さ
れ

て
い
た
。

こ
こ
に
初
め

て
令
意
が
現

実

に
な

っ
た
。

し
か

し
、
冷
泉
天
皇

の
皇
后
昌
子
内
親

王
が
皇
太
后

に
昇

る
と
、
彼

女

に
皇
太
后
宮
職
が
附
さ
れ
、

一
后

一
職
司
制
が
復
活

し
た
。

こ
れ
以
降
、
中
宮
職

は
皇

后
専

属
職
司
と
な

り
、

「
中
宮
」

は
皇

后
の
別
称
と
な

っ
た
。

と
こ
ろ
が
、

一

条

天
皇
朝

に
皇
后
が
並
立
す

る
こ
と
と
な
り
l
l
藤
原
定
子
と
藤
原
彰
子

、
そ

の
際
、
定
子

に
皇
后
宮
職
を
附

し
、
彰

子
に
中
宮
職
を
附

し
た
。

こ
こ
に

「中
宮
」

は
皇
后

の
別
称

で
は
な
く
な
り
、
中
宮
職
を
附
さ
れ
た
皇
后

の
称
に
な

っ
た
と

い
う
。

こ
の
よ
う

に

「中
宮
」

は
時
代

に
よ

っ
て
指
す
人
を
変
え

て
き
た
が
、
注
意

し
な
け

れ
ば

い
け
な

い
の
が

「中
宮

の
后
位
を
指
す

正
式

の
称
謂
は
皇
后

で
あ
る
」
と

い
う

こ
と

で
あ
る
と

い
う
。

こ
の
橋
本
説

は
現
在

の
共
通
理
解

で
あ

る
と
言

っ
て
よ

い
だ

ろ
う

(橋
本
義
彦

「中
宮

の
意
義
と
沿
革
」

(『
平
安
貴
族
社
会

の
研
究
』
吉
川
弘
文

館
、

一
九
七
六
)
)
。

「右

神
祇
官
所
レ
祭
幣
吊
。

一
依

二
前

件

一。

具
レ
数
申
レ
官
。

三
后
。

皇
太
子
御
巫
祭

神
各
八
座
。
並
奥
二
幣
案
上

一
。
但
臨
時
加
減
。

(傍
線
筆
者
)
」
と
あ

る
。

「
凡
王
臣

以
下
。

不
レ
得

三
輙
供

二
太
神
幣
帛

一
。
其
三
后
皇
太
子
若
有
二
応
レ
供
者

一。

臨
時
奏
聞
。

(傍
線
筆
者
)
」
と
あ
る
。

諸

橋
轍
次

『
大
漢

和
辞
典

』
「
三
后
」

の
説

明

の
二

つ
目

に

「
三
人

の
皇
后
」
が
挙

げ
ら
れ

て
い
る
。

こ
の
用
例
は

『
小
右
記
』
寛
弘
八
年

(
一
〇

一
一
)
十

二
月

二
十

二
日
条

・
『
中
右
記
』
嘉

承
二
年

(
一
一
〇
七
)

十
二
月

一
日
条

に
見
る

こ
と
が

で

き

る
が
、

こ
の
用
例

は
か
な
り
稀

で
あ

っ
た
と
思
わ
れ

る
。

承
和
六
年
時

に
は
皇
后

・
中
宮

は
存
在

し
て
い
な

い
。
存
在

し
て
い
る
の
は
、
太
皇

人
間
文
化
研
究

23

二
〇

一
五
年

(
11
)

(
12
)

(
13
)

(
14
)

(
15
)

(
16
)

(
17

)

太
后

(橘
嘉
智

子
)
・
皇
太
后

(
正
子
内
親

王
)
・
春
宮

(恒
貞
親
王
)

で
あ
る
。
同

条

の
「
三

宮
」

は
実
態

に
即

し
て
い
な

い
点

に
注
意

し
た

い
。

神
祇
官

の
職
員

で
、
宮
中

の
神
事
を
掌

る
も

の
。

天
皇

の
御
ト

に
奉
仕
す
る
も

の
を
、

特

に
大
宮
主

、
又
は
内
宮
主

と

い
う

(諸
橋
轍
次

『
大

漢
和
辞
典
』
大
修
館

書
店
)
。

天
皇

・
皇
后

・
斎
宮

に
供
奉

す
る
神
職

(『
日
本

史
広
辞
典
』

山
川
出
版
社
、

一
九

九
七
)
。

早
川
庄
人

「律
令
財
政

の
構
造
と
そ

の
変
質
」

(『
日
本
古
代

の
財
政
制
度
』
名
著
刊

行
会
、

二
〇
〇
〇
)

師
古
注

に

つ
い
て
は
吉
川
忠
夫

「顔
師
古

の

『
漢
書
』
注
」

(『
六
朝
精
神
史
研
究
』

同

朋
舎

出
版
、

一
九
八

四
)
・
池

田
昌
広

「唐
代

に
お
け
る

『
漢
書
』

顔
師
古
本

の

普

及
に

つ
い
て

『
史
記
索
隠

』
『
史
記

正
義
』

を
例
に

し
て

」

(『
京
都
産

業
大
学

論
集

人
文
科
学

系
列
』

四
六
、

二
〇

三
二
)
・
同

「
「
古
記
」

所
引

『
漢

書
』
顔
師
古
注

に

つ
い
て
」

(『
京
都
産
業
大
学
論
集

人
文
科
学
系
列
』

四
七
、

二

〇

一
四
)
・
同

「吉
備
真
備

の

『
漢
書
』
将
来
を

め
ぐ

っ
て
」

(『
京
都

産
業
大
学

日

本
文
化
研
究
所
紀
要
』

一
九
、

二
〇

一
四
)

に
詳

し
い
。

「御

宮
」
が

天
皇

の
宮

を
指

す

こ
と

は
列
記

の
順
番
か
ら
考
え

て
も
妥

当
で
あ
る
。

元
慶
七

年
当
時
、
陽
成

天
皇

は
常

寧
殿
に
住

ん
で

い
た

(『
日
本

三
代

実
録
』

元
慶

四
年
十

二
月

五
日
条
)
。

早
川
庄
八
前
掲
注

(
13
)
論
文

三
善
清

行

の
意
見

封
事
十

二
箇

条

の
第
九

条

「請

置
諸
国
勘
籍

人
定
数
事

」
に
も

「三
宮
舎
人
」
と
あ

る
が
、
同
意
見
封
事
が
式
を
参
考

に
し

て
い
た

こ
と

は

「具
在

式
条
」
と

い
う
文
言

か
ら
わ
か

る
の
で
、
十

二
箇
条

の

「三
宮
舎
人
」

の

「三
宮
」



(
18
)

2019

 

(
21
)

(
22
)

「
三
宮
」
概
念

の
変
遷
と

「准

三
宮
」

(
手
嶋
)

は
中
宮

・
東
宮

・
斎
宮
を
指
す
可
能
性
が
あ

る
。
ま
た
、
意
見
封
事
十

二
箇
条

に

つ

い
て
は
、
史
料
批
判
を
含
め

て
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
た
め
、
注

で
紹
介
す
る

に
留

め

る
。

同
条

の
内
容

に

つ
い
て
は
時

野
谷
滋
氏

の
研
究

(
「年
給
制
度

の
研
究

」

(『
律
令
封

禄
制
度
史

の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
七
七
)
)
や
尾
上
陽
介

の
研
究

(
「年
爵
制

度

の
変

遷
と

そ

の
本
質

」

(
『
東

京

大
学

史
料

編
纂

所
研

究
紀

要
』

四

、

一
九
九

四
)
)

に
詳

し
い
。

尾
上
陽
介
氏

の
解
釈
を
参
考
に

し
た

(尾
上
陽
介
前
掲
注

(
18
)
論
文
)
。

貞
観
七
年
時
、
順
子
と
明

子
の
他

に
后
位

に
あ

っ
て
存
命

し
て
い
る
人
物

に
正

子
内

親

王
が

い
る
。

し
か

し
、
彼
女

は
文
徳

天
皇
即
位

の
際
、
太
皇
太
后
宮
を
贈
ら
れ
る

が

「遂

不
肯

当
」
と

し
て
太

皇
太
后
宮

の
尊

称
を
受
け
な

か

っ
た
ら
し

い

(『
日
本

三
代
実

録
』

元
慶
三
年

三
月
二
十
三

日
条
)
。

須
田
春
子
氏

は
、

正
子
内
親
王

は
太

皇
太
后
宮

の
尊
称
を
固
辞

し
た
ま
ま
、
職
官
を
置
か
な
か

っ
た

の
で
は
な

い
か
、
と

し
て
い
る

(須

田
春

子

『
平
安
時
代
後
宮
及
び
女
司

の
研
究
』
千
代

田
書
房
、

一
九

八

二
)
。

こ
の
意
見

に
従

い
た

い
。

残

り
の

一
宮
を
め
ぐ

っ
て
は
天
皇

の
宮

(御
宮
)
か
も

し
れ
な

い
し
、
斎
宮
か
も

し

れ
な

い
が
情
報
が
無

い
た
め
に
断
言
す

る
こ
と
は

で
き
な

い
。
な
お
、
当
時
清
和
天

皇

は
母

で
あ

る
皇
太
后
明

子
と
東
宮

で
同
居

し
て
い
た

こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
。

天
皇

は
東
宮
内
殿
を
、
明
子
は
東
宮
北
殿
を
そ
れ
ぞ
れ
居
処
に

し
て
い
た

(東
海
林

亜
矢
子

「母
后

の
内
裏
居
住
と

王
権
」

(『
お
茶

の
水
史
学
』

四
八
、

二
〇
〇

四
)
)
。

「
准
三
宮
」

に
関
す

る
研
究
と

し
て
は
、
樫

山
和
民
氏

「准

三
宮

に

つ
い
て
l
l
そ

の
沿
革

を
中
心
と

し
て
l
l

」

(『
書
陵
部
紀

要
』

三
六
、

一
九

人
五
)
・
石
川
和
外

252423
口

 

(
26
)

(
27

)

(
28
)

「近
世
准
三
后
考
」

(『
日
本
歴
史
』
六

二
五
、

二
〇
〇
〇
)
が
あ

る
。

注

(
2
)
参
照
、
樫
山
和
民
前
掲
注

(
22
)
論
文

良
房

の
場
合
、
年
爵

は
与
え
ら
れ

て
い
な

い

(時
野
谷
滋
前
掲
注

(
18
)
論
文
)
。

な

お
、
『
本
朝
文
粋
』
巻
四
、
表
下

に
収

め
ら

れ
て
い
る

「
為
二
入
道
前
太
政
大
臣

一

辞
二
職

・
封
戸
准

三
宮

一
第

二
表

」
に

「内
主

三
宮
」

の
語
が
あ

る
が
、

こ

の
辞
表

に

つ
い
て
は

『
日
本
紀
略
』
正
暦
元
年

(九
九
〇
)
五
月
条

の
兼
家
准
三
宮
を
め
ぐ

る

一
連

の
記
事
と

の
事
実

関
係
を
考
察
す

る
余

地
が
あ
る
。
ま

た
、
『
権
記
』
長
保

元
年

(九
九

九
)
十

二
月
五

日
条

に

「先

例
三
宮
暫

住
他
家

之
時

、
臨
時

加
賞
家

主
」

と
あ
り
、

こ
こ
の

「
三
宮

」
が
何
を
指
す

の
か
は
、

「臨
時
加
賞

」

の
先
例
を

調

べ
る
必
要
が
あ

る
た
め
、
本
稿

で
は
紹
介
す
る

に
留
め
る
。

『
九
暦
』

(『
九
条
殿
御
記
』
)

の
東
宮
大
饗
条

の

「三
宮
」
は

「
二
宮
」

の
誤
写
と
考

え
ら
れ

る
。
『
中
右
記
』

に
は
全
部

で
四
例

の
三
宮
表
記
が
あ

る

(
「准
三
宮
」

は
含

ま

な

い
)
。
そ

の
内
、

三
例

は

「
※
三
宮

」

で
あ
る
が

、

一
例

の
み

「三
宮

」

か

「※
三
宮
」
か
判
断

で
き
な

い
も

の
が
あ
る

(嘉
保
元
年

(
一
〇
九
四
)
正
月
七

日

条
)
。

こ
れ
に

つ
い
て
は
今
後
考
え

て
い
き
た

い
。
ま
た
、
『
小
右
記
』
に
も

「※
三

宮
」

は
確
認

で
き

る
。

倉

本

一
宏

氏

(『
「
御
堂
関
白

記
」
中
』

講
談
社
、

二
〇
〇
九
)

と
大

日
本

古
記
録

『
御
堂

関
白
記
』

の
校

訂
者

も
土
ハに
同
条

の

「
三
宮
」
は
敦
良
親

王
と
し

て
い
る
。

『
御
堂

関
白

記
』
に

つ
い
て

は
、
倉

本

一
宏

『
藤
原
道

長

「御
堂

関
白

記
」
を
読

む
』

(講
談
社
、

二
〇

一
三
)
を
参
照

し
た
。

『
御

堂
関
白
記
』
寛

弘
六
年

(
一
〇
〇
九
)

十

一
月

二
十
五

日
条

が
中
宮
彰
子

の
敦

良
親
王
出
産
記
事

で
あ

る
。



(
29
)

(
30
)

323133

 

(
35
)

(
36
)

393837

寛
弘
八
年
十

二
月
四

日
、

二
十
八

日
条

・
長
和

元
年

(
一
〇

=

一)
十

二
月
十

一
日

条

・
同

二
年
三
月

二
十
三

日
条

・
同
年

四
月
十
九

日
、

二
十

四
日
条

・
同
年
六
月
三

日
条

・
同
年
十
月
八

日
条

・
同

四
年
十

一
月
九

日
、
十
三

日
、

二
十
八

日
条

・
同
年

十

二
月

四
日
条

・
同

五
年
三
月
十
五

日
条

・
同
年
四
月

二
十

一
日
、

二
十
四

日
条

・

寛
仁
元
年

(
一
〇

一
七
)

四
月
十
七

日
条

・
同
年
八
月
九

日
条

(倉
本

一
宏
前
掲
注

(
27
)
・
同

『
「御
堂
関
白
記
」
下
』
講
談
社
、

二
〇
〇
九
)
。

寛
弘
四
年

(
一
〇
〇
七
)
正
月

二
十

日
条

・
同
年
三
月
十
七

日
条

・
長
和
五
年

(
一

〇

一
六
)
六
月
十

日
条

『
小
右
記
』
寛
仁

二
年

(
一
〇

一
八
)
十
月
七

日
条

倉
本

一
宏
氏
も
同
条

の

「三
后
」
は
彰

子

・
妍
子

・
威
子
と

し
て
い
る

(『
「御
堂
関

白
記
」
下
』
講
談
社
、

二
〇
〇
九
)
。

中
宮
威
子

の
后
位

は
皇
后

で
あ

る

(橋
本
義
彦
前
掲
注

(
6
)
論
文
)
。

松

原
輝
美

「小
右
記

訓
読

稿

第
五
編

(
二
)
」

(『
高
松
大
学
紀

要
』

三
四
、

二
〇

〇
〇
)
と
大

日
本
古
記
録

『
小
右
記
』

の
編
者
も
、
同
条

の

「
二
后
」

は
藤
原
彰
子

と
藤
原
妍

子
と

し
て
い
る
。

『
小
右
記
』
逸
文
、
寛

仁
四
年

(
一
〇

二
〇
)
三
月
二
十

二
日
条

の

「
三
后
」
も
彰

子

・
妍
子

・
威

子
を
指
す
と
思
わ
れ

る
。

そ

の
他

に
寛
仁

四
年
三
月

二
十

二
日
条

・
治
安

二
年
七
月
十
四

日
条

・
万
寿

二
年
正

月
八

日
条
が
あ

る
。

前
掲
注

(
2
)
・
樫
山
和
民
前
掲
注

(
22
)
論
文

樫
山
和
民
前
掲
注

(
22
)
論
文

石
川
和
外
前
掲
注

(
22
)
論
文

人
間
文
化
研
究

23

二
〇

一
五
年

(
40
)

424143

 

(
45
)

4746

樫
山
氏

は
皇
族
准
后

の
例

に
は
、
斎
宮
斎
院
と
関
係
す
る
も

の
が
多

い
と
注
目

し
て

い
る
が
、
宣

下

の
基
準

は
不
明
と
さ
れ

て
い
る

(樫

山
和
民
前
掲
注

(
22
)
論
文
)
。

樫
山
和
民
前
掲
注

(
22
)
論
文

『
百
錬
抄
』
貞
永

元
年

(
=

一三

二
)

十
二
月
二
十
七

日
条

に
　

子
が

「准
三
宮
」

を
受
け

た
と
あ
る
が
、
『
百
錬

抄
』

の
編
者
が

「
准
后
」
と

「准

三
宮

」
を
混
同

し

て
い
た

可
能
性
が
あ

る
た
め
、

こ
れ

に
関

し
て
は
、
な
お
考
え

る
必
要
が
あ
る
。

『
中
右
記
』
大
治

二
年

(
一
一
二
七
)

四
月

六
日
条
に

「准
三
后
」

が
確
認
で
き
る
。

『
小
右
記
』

の
写
本

に

つ
い
て
は
桃
裕
行
氏

に
よ
る
研
究
が
あ

る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、

前

田
本

三
十
二
巻

・
九
条
本

十

一
巻

(以
上
、

平
安
時
代

の
古

写
本

)
・
前

田
本

五

巻

・
伏
見
宮
本
三
十

二
巻

・
宮
内
庁
書
陵
部

旧
柳
原
本

一
巻

(
以
上
、
鎌
倉
時
代

の

古
写
本

)
。
そ

の
他

に
九
条

十

一
冊
本

・
東

山
御

文
庫

六
十

四
冊
本

・
同
六
冊
本

・

内

閣
文
庫
六

十

一
冊
本

・
昌
平
坂

学
問
所

七
十
五
冊

本
が
あ

る

(桃
裕
行

「小
右

記
」

(『
古
記
録

の
研
究

(上
)
』
思
文
閣
出
版
、

一
九
八
人
)
。

三
橋
正

「平
安
時
代

の
古
記
録
と

『
小
右
記
』
長

元
四
年
条
」

(『
明
星
大
学
研
究
紀

要

日
本
文
化
学
部

・
言
語
文
化
学
科
』
十
六
、

二
〇
〇
人
)

時

野
谷
滋
前
掲
注

(
18
)
論
文

・
尾
上
陽
介
前
掲
注

(
18
)
論
文

拙
稿

「年
官
制
度
発
生
に
関
す

る

一
考
察

貞
観
十
三
年
藤
原
良
房
第

二
抗
表
を

め

ぐ

っ
て

」

(名

古
屋
市

立
大
学

大
学

院
人

間
文

化
研
究

科

『
人
間

文
化
研

究
』
二一

、

二
〇

一
四
)
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